
［施設基準］

（１）オンライン請求を行っていること。

（２）電子資格確認を行う体制を有していること。

（３）電子資格確認に関する事項について当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

同意した

施設基準を満たしていない

マイナンバーカードで

資格を確認した

保険証で

資格を確認した

薬剤情報・特定健診の閲覧に

患者が同意した

同意しなかった

施設基準を満たしている

電子的保健医療情報活用加算の算定フロー

いずれの電子的保健

医療情報活用加算も

算定できません。

初診時+3点を算定できます。

再診時の加算は算定できませ

ん。

※ 令和6年3月31日まで算定可能です。

初診時は+7点が算定できます。

再診時は+4点が算定できます。

どちらも月1回だけの算定です。

いいえ

はい他の医療機関から診療情報の提供を受けた


